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第 13章 監督処分・罰則 
 

１節 宅建業者に対する監督処分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

聴聞の期日の 

通知・公示 

聴聞 

( ①  ) 

監督処分 

の決定 

公告 

( ②      

は不要) 

監督処分の流れ 

指示処分 

(任意) 

・ ③      

・行為地の④  (⇒ ⑤   に通知) 
処分する人 

対象(例) 
・宅建業法違反 

・宅建業者として不適当 

業務停止処分 

(任意) 

対象(例) 

処分する人 

・35 条・37 条の違反 

・宅建業に関し、他法令に違反 ⑥    で 

全部または一部の停止 

免許取消処分 

処分する人 ⑩    のみ 

義務 

・不正の手段 

・ ⑪     違反 

・情状が特に重い 

・欠格事由 

・ ⑫   に事業開始しない 

・ ⑬   をしなかった 

任意 ・免許の条件に違反 

・営業保証金を供託した旨 

 の届出なし 

・所在地不明 

・ ⑦      

・行為地の⑧  (⇒ ⑨   に通知) 
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【答え】 １節 宅建業者に対する監督処分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【思い出す】解答を見ずに次の説明をしてみよう。 

1．監督処分の流れを説明せよ。また、公告が不要な処分は何か。 

2．指示処分、業務停止処分、免許取消処分をすることができる者は誰か。 

3．業務停止処分とはどういう処分か 

4．免許取消処分の必要的取消事由(取消し義務がある事由)をいくつか挙げよ。 

聴聞の期日の 

通知・公示 

聴聞 

(公開) 

監督処分 

の決定 

公告 

(指示処分 

は不要) 

監督処分の流れ 

指示処分 

(任意) 

・免許権者 

・行為地の知事( ⇒免許権者に通知) 
処分する人 

対象(例) 
・宅建業法違反 

・宅建業者として不適当 

業務停止処分 

(任意) 

対象(例) 

処分する人 
・免許権者 

・行為地の知事( ⇒免許権者に通知) 

・35 条・37 条の違反 

・宅建業に関し、他法令に違反 
1 年以内で 

全部または一部の停止 

免許取消処分 

処分する人 免許権者のみ 

義務 

・不正の手段 

・業務停止処分違反 

・情状が特に重い 

・欠格事由 

・1 年以内に事業開始しない 

・免許換えをしなかった 

任意 ・免許の条件に違反 

・営業保証金を供託した旨 

 の届出なし 

・所在地不明 
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２節 宅建士に対する監督処分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

聴聞の期日の 

通知・公示 

聴聞 

( ①   ) 

監督処分 

の決定 

公告 

( ②  ) 

監督処分の流れ 

指示処分 

(任意) 

・ ③   (知事) 

・行為地の知事(⇒④   に通知) 
処分する人 

対象(例) 
・名義貸し 

・不正・不当な行為など 

事務禁止処分 

(任意) 

対象(例) 

処分する人 
・ ⑥   (知事) 

・行為地の知事(⇒⑦   に通知) 

・指示処分事由に該当 

・指示処分に従わない ⑤    で 

全部または一部の停止 

登録削除処分 

( ⑩  ) 

処分する人 ⑪   のみ 

対象 

・欠格事由 

・不正の手段 

・事務禁止処分違反 

・事務禁止で情状が特に重い 

処分後 

処分後 宅建士証の⑧  を受けた 

知事に⑨    

宅建士証の⑫  を受けた 

知事に⑬     
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【答え】 ２節 宅建士に対する監督処分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【思い出す】解答を見ずに、次の説明をしてみよう。 

1．宅建士への監督処分に公告は必要か。 

2．指示処分、事務禁止処分、登録削除処分をすることができる者は誰か。 

3．宅建士証の交付、返納の違いを説明せよ。 

4．登録削除処分をしなければならない事由をいくつか挙げよ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

聴聞の期日の 

通知・公示 

聴聞 

(公開) 

監督処分 

の決定 

公告 

(不要) 

監督処分の流れ 

指示処分 

(任意) 

・登録権者(知事) 

・行為地の知事( ⇒登録権者に通知) 
処分する人 

対象(例) 
・名義貸し 

・不正・不当な行為など 

事務禁止処分 

(任意) 

対象(例) 

処分する人 
・登録権者(知事) 

・行為地の知事( ⇒登録権者に通知) 

・指示処分事由に該当 

・指示処分に従わない 
1 年以内で 

全部または一部の停止 

登録削除処分 

(義務) 

処分する人 登録権者のみ 

対象 

・欠格事由 

・不正の手段 

・事務禁止処分違反 

・事務禁止で情状が特に重い 

処分後 宅建士証の交付を受けた 

知事に返納 

処分後 宅建士証の交付を受けた 

知事に提出 
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３節 指導・助言・勧告および立入検査 

〇宅建業者に対して 

国土交通大臣は①   に対して、 

また、都道府県知事はその管轄する都道府県の宅建業者に対して以下のことができる。 

・ ②        

・業務に対して必要な③  を求めること、事務所への④   。 

 

〇宅建士に対して 

国土交通大臣は、 ⑤    に対して、 

一方、知事は、その登録を受けた宅建士およびその都道府県区内で ⑥     に対して、 

必要があると認められる場合には、その事務について必要な⑦   を求めることができる 
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【答え】 ３節 指導・助言・勧告および立入検査 

〇宅建業者に対して 

国土交通大臣は全ての宅建業者に対して、 

また、都道府県知事はその管轄する都道府県の宅建業者に対して以下のことができる。 

・指導・助言・勧告 

・業務に対して必要な報告を求めること、事務所への立入検査。 

 

 

〇宅建士に対して 

国土交通大臣は、全ての宅建士に対して、 

一方、知事は、その登録を受けた宅建士およびその都道府県区内で事務を行う宅建士に対して、 

必要があると認められる場合には、その事務について必要な報告を求めることができる 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


